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第４章 防災指針 
 

１．防災指針とは 

（１）防災指針の概要 

近年、全国各地で頻発化・激甚化している自然災害に対応するため、防災とまちづくりが
連携した取り組みの重要性が高まっています。こうした課題を踏まえ、令和２（2020）年
の都市再⽣特別措置法の改正により、⽴地適正化計画において「防災指針」の作成が位置づ
けられました。 

防災指針は、主に居住誘導区域内で⾏う防災対策・安全確保策を定めるものであり、災害
ハザード情報と都市情報を重ね合わせ、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市
の防災に関する機能確保を図るための指針です。本市の防災に関する計画である入間市地域
防災計画や入間市国土強靭化地域計画とも整合を図りながら定めるものです。 

なお、防災指針は主に居住誘導区域内での防災対策・安全確保策を定めるものですが、居
住誘導区域外で⽣活をしている市⺠の安全を確保するため、居住誘導区域外も含めて防災対
策・安全確保策の検討を⾏います。 
 

（２）防災指針の検討フロー 

防災指針は以下のフローに沿って検討を⾏います。 
 

≪ 防災指針の検討フロー ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編に掲載   

■災害ハザード情報等の収集、整理 ※ 

■災害リスクの高い地域の抽出 

■防災上の課題の整理 

■防災まちづくりの将来像、取り組み方針の検討 

■具体的な取り組み施策、スケジュール、目標値の検討 



 

71 

２．検討対象とする災害ハザード情報 

（１）検討対象とする災害ハザード情報一覧 

⽴地適正化計画では、居住誘導区域内の災害リスクを分析する観点から、本市において想
定される災害のうち、ハザードマップなどにより災害発⽣の可能性があるエリアが明らかに
されている、「土砂災害」「洪水」「内水」「地震・火災」に関する災害ハザード情報を検討対
象とします。 

なお、液状化は後述（P79）のとおり、市内において危険性が低いため、検討対象としま
せん。 

 
≪ 検討対象とする災害ハザード情報 ≫ 

  検討対象とするハザード情報    

区 分 災害ハザード情報 市内の有無 

 

土砂災害特別警戒区域 〇 

土砂災害警戒区域 〇 

地すべり防止区域 × 

急傾斜地崩壊危険区域 × 

大規模盛土造成地 〇 

災害危険区域 × 

 

洪水浸水想定区域（浸水深） 〇 

洪水浸水想定区域（浸水継続時間） 〇 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） × 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵⾷） 〇 

災害危険区域 × 

 浸水実績 〇 

 

震度分布 〇 

液状化 〇 

建物被害 〇 

火災被害 〇 

延焼危険箇所 〇 

 

 
   

内 水 

洪 水 

地震・火災 

土砂災害 
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（２）検討対象とする災害ハザード情報の概要 

１）土砂災害 

①土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

土砂災害は、大量の土砂が⼀瞬で多くの⼈命や財産を奪う、恐ろしい災害です。近年、
大雨が頻繁に降り、土砂災害の発⽣件数は増加する傾向にあります。前兆現象が⾒られる
こともありますが、発⽣する場所や時刻を予測することは困難です。 

土砂災害には、「がけ崩れ」「土⽯流」「地すべり」があります。 
土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域と、土砂災害の種類に応じた具体的な内容は

以下のとおりです。 
 

≪ 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域の違い ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:入間市防災ガイドブック 
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②大規模盛土造成地 

大規模盛土造成地とは、面積 3,000 ㎡以上の「谷埋め型盛土」、または原地盤の勾配が
20 度以上かつ盛土高 5m 以上の「腹付け型盛土」がなされた造成地をいいます。大規模盛
土造成地全てが、地震時に危険というわけではありません。 

⼀方で、平成 16（2004）年新潟県中越地震や平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地
震などにおいて、盛土内部を滑り面とする盛土の大部分の変動や、盛土と地⼭との境界面
などにおける盛土全体の地滑り的変動（滑動崩落）が⽣じ、造成宅地におけるがけ崩れま
たは土砂の流出による被害が発⽣しました。 

埼玉県では、大規模盛土造成地の分布状況を把握するため、平成 20（2008）年度から
調査を実施し、大規模盛土造成地マップを作成しており、本市には「谷埋め型盛土」と
「腹付け型盛土」の 2 種類とも存在します。 

 

≪ 大規模盛土造成地の種類 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:国土交通省 HP 

 

 

   



 

74 

２）洪水 

①洪水浸水想定区域（浸水深） 

洪水は、大雨が降り続いて河川の流量が異常に増加することにより、堤防の侵⾷や決壊、
橋の流出などが起こる災害です。洪水が発⽣した場合は、河川の流域の建物や道路などに
甚大な被害を及ぼす可能性があります。 

洪水が発⽣した場合に想定される区域として、本市に関連するものは以下の２種類が埼
玉県より公表されています。 

 
≪ 本市内で想定されている浸水想定の種類 ≫ 

【洪水浸水想定区域図】 

作成主体︓埼玉県 
作成内容︓想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域（浸水深、浸水継続時間、氾濫流、河岸侵⾷） 

計画規模降雨の洪水浸水想定区域（浸水深） 

【多段階の浸水想定図および水害リスクマップ】 

作成主体︓埼玉県 
作成内容︓多段階の浸水想定図（浸水深）および水害リスクマップ 

＜多段階の浸水想定図＞ 

・高〜中頻度で発⽣する年超過確率ごとの浸水深を表⽰した図 
＜水害リスクマップ＞ 

・洪水浸水想定区域や多段階の浸水想定図を用いて、浸水深ごと（0ｍ以上、0.5ｍ以上、3.0m
以上）に年超過確率それぞれの浸水範囲を重ね合わせて表⽰した図 

 

洪水浸水想定区域は、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止するこ
とにより、水害による被害の軽減を図るため、想定される最大規模の降雨により河川が氾
濫した場合に浸水が想定される区域を指定したものです。洪水浸水想定区域図には、その
区域および浸水した場合に想定される水深などが表⽰されています。 

また、洪水浸水想定区域を作成する上で前提となる「計画規模降雨」と「想定最大規模
降雨」については、以下のとおりです。 

 
≪ 計画規模降雨と想定最大規模降雨の違い ≫ 

降雨の区分 計画規模降雨 想定最大規模降雨 

法制度 
平成 13（2001）年の水防法の改正
より 

平成 27（2015）年の水防法の改正
より 

降雨の条件 河川整備において基本となる降雨 各地域で観測された最大の降雨量に
基づく想定し得る最大規模の降雨 

目 的 
堤防整備などの洪水防御に関する計
画を検討する際の基本となる降雨を
前提に作成 

近年での計画規模降雨を超える豪雨
が多発したことを受けて、ハード対
策では守り切れない事態を想定し、
⼈命を守るための避難体制などの充
実・強化の参考とするために作成 

年超過確率 
(本市の場合) 

1/100 1/1,000 
想定降雨量 
(入間川流域、 
３日間総雨量 

の場合） 

573mm 740mm   
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多段階の洪水浸水想定区域は、計画規模降雨よりも高い頻度で発⽣する年超過確率ごと
の浸水深を表⽰した図面で、入間川流域および新河岸川流域それぞれに、「1/10 規模降雨」、
「1/30 規模降雨」、「1/50 規模降雨」の浸水深が想定されています。 

入間川流域および新河岸川流域ともに、各頻度で浸水が想定されています。 
 

≪ 多段階の浸水想定区域図（１/２） ≫ 

＜入間川流域 1/10 規模降雨＞             ＜入間川流域 1/30 規模降雨＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入間川流域 1/50 規模降雨＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：荒川水系入間川流域 県管理河川の浸水想定図（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和６（2024）年５月 28 日） 

 

【参考】年超過確率とは 

１年間に想定降雨量を超える降雨が発⽣する確率を「年超過確率」といい、「年超過確率
1/20」とは、毎年、１年間にその規模を超える降雨が発⽣する確率が 1/20（５％）であるこ
とを⽰します。なお、年超過確率 1/20 規模の降雨が“20 年に１回必ず発⽣する降雨”という意
味ではありません。⼀方で、20 年の間に複数回発⽣することもあります。   
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≪ 多段階の浸水想定区域図（２/２） ≫ 

＜新河岸川流域 1/10 規模降雨＞            ＜新河岸川流域 1/30 規模降雨＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新河岸川流域 1/50 規模降雨＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：荒川水系新河岸川流域（埼玉県のみ）県管理河川の浸水想定図（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和６（2024）年５月 28 日） 

 

≪ 多段階の浸水想定の降雨量 ≫ 

作成主体 年超過確率 
入間川流域の 

３日間の総雨量 

新河岸川流域の 

２日間の総雨量 

埼玉県 
1/10 356mm 246mm 
1/30 460mm 274mm 
1/50 508ｍｍ 299ｍｍ 
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≪ 洪水の発生頻度(年超過確率)と浸水被害の関係性 ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本市では「荒川水系入間川流域」と「荒川水系新河岸川流域」の洪水浸水想定区域が位
置づけられており、防災指針の検討において対象とします。 

 
≪ 本市で対象となる洪水浸水想定区域など ≫ 

〇は本市が対象、×は本市が対象外、 

浸水想定区域図名 
作成

主体 

指定の前提となる降雨 

上段 ： 想定最大規模降雨 
下段 ： 計画規模降雨 

想定最大規模 

計画

規模  

浸水

継続

時間 

家屋倒壊等氾

濫想定区域 

氾濫流 
河岸

侵食 

荒川水系入間川流域 
洪水浸水想定区域図 

埼玉
県 

入間川流域の３日間総雨量 
740ｍｍ 〇 〇 × 〇 〇 入間川流域の３日間総雨量 
573.０ｍｍ 

荒川水系新河岸川流域
洪水浸水想定区域図 

埼玉
県 

新河岸川流域の２日間総雨量 
746ｍｍ 〇 〇 × 〇 〇 新河岸川流域の２日間雨量 
332.6ｍｍ 

※入間川流域の対象河川︓（本 市）入間川、霞川、 
（その他）横塚川、小畔川、南小畔川、安藤川、都幾川、九十九川、飯盛川、槻川、

兜川、館川、雀川、氷川、鳩川、大谷⽊川、⽑呂川、阿諏訪川、上殿川、
⻨原川、⻯ヶ谷川、宿谷川、⻑沢川、北川、葛川、直⽵川、大沢川、殿
屋敷川、中藤川、有間川、逆川、炭谷川、湯の沢川、成⽊川、葛川放水
路、越辺川、高麗川 

※新河岸川流域の対象河川︓（本 市）不⽼川 
（その他）新河岸川、⽩⼦川、越⼾川、谷中川、柳瀬川、⿊目川、新河岸川放水路、

びん沼川、九十川、東川   

発生頻度（発生確率） 

浸水被害 
小 大 

高 低 

■0.5ｍ未満 ■0.5～3.0ｍ未満 ■3.0ｍ以上 
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②洪水浸水想定区域（浸水継続時間） 

浸水継続時間とは、浸水深が 0.5ｍになってから 0.5ｍを下回るまでの時間です。 
「水害の被害指標分析の⼿引（国土交通省、平成 25（2013）年試⾏版）」によると、

「各家庭における飲料水や⾷料などの備蓄は 3 日分以内の家庭が多いものと推察され、大
規模災害などで 3 日以上孤⽴すると飲料水や⾷料などが不⾜し、健康障害の発⽣や最悪の
場合は⽣命の危機が⽣ずるおそれがある」とされています。 

そのため、浸水継続時間３日（72 時間）以上の区域は飲料水や⾷料などの不⾜により、
健康障害の発⽣や⽣命の危機の可能性があります。 

 
③家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食・氾濫流） 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）による近
傍の堤防の決壊などの場合に、建築物が倒壊・流出するなどの危険性が高い区域を⽰した
ものです。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、河岸侵⾷と氾濫流の２種類があり、本市では河岸侵⾷のみ
指定されています。 

河岸侵⾷とは、河川の激しい流れにより河岸が削られ土地が流出することで、家屋が流
出・倒壊するおそれがあります。 

 

３）内水 

内水は、⼀時的に大量の降雨（ゲリラ豪雨など）が⽣じた場合に、公共排水施設などに
雨水を排水できず、地表面に水が溜まることにより発⽣する浸水です。 

台風や集中豪雨などにより発⽣する内水による浸水は、河川堤防の決壊や河川からあふ
れた水による浸水よりも発⽣頻度が高く、市⺠⽣活・企業活動に大きな影響を与えるもの
となります。 

本市では、浸水被害を軽減することを目的として、入間市内水ハザードマップ（浸水実
績図）を作成しています。 

なお、この内水ハザードマップは、平成 16（2004）年度から令和 6（2024）年度の間
に、市⺠の皆様から市に連絡のあった道路・床上および床下浸水被害を基に作成したもの
です。 
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４）地震・火災 

埼玉県が実施した「埼玉県地震被害想定調査（平成 26（2014）年３⽉）」において、市
内の被害が最も大きい⽴川断層帯地震（破壊開始点︓南）が発⽣した場合の揺れ、液状化、
建物の倒壊や火災の発⽣などの被害が想定されています。 

なお、液状化は本市全域において「極めて可能性が低い」との想定となっており、液状
化による建物の被害は全壊・半壊ともに０棟と想定されています。 

⼀方で、⽊造家屋が多く密集し、⽼朽家屋も散在し、狭あい道路および袋路状道路が分
布している、東藤沢三丁目の⼀部と、東藤沢四丁目から八丁目を対象に、埼玉県において
住宅密集地（密集市街地）の危険度について、調査が実施されています。 

調査の結果より、「避難困難区域」「消防活動困難区域」「延焼クラスター」の分布が確認
されています。各区域の具体的な内容は以下のとおりです。 
 

≪ 各区域などの考え方 ≫ 

避難困難区域 

＜避難困難区域＞ 
建物の倒壊などにより道路が閉塞（道路閉塞箇所）することで地区
住⺠の避難が困難になると想定される範囲 
＜道路閉塞箇所＞ 
道路閉塞箇所は、⽡礫幅を建物の壁面から道路側に、3m 幅（建物
高さを H=6m と仮定）で発⽣させた際の道路余剰幅が 0 となる箇所 
 
 
 
 
 
 

出典：埼玉県住宅密集地改善の手引き 

消防活動困難区域 

「埼玉県住宅密集地改善の⼿引」に基づき、消防⾞通⾏可能道路
（幅員 6m 以上の道路）から消防活動可能範囲（消防⾞通⾏可能道
路から 140m 以内）の外にある範囲 

延焼クラスター 
消防活動が⾏えないと仮定して⼀体的に延焼するおそれのある建物
群 

 
 

 
  

準耐火造 耐火造 

道路閉塞箇所 

防火造 
避難困難区域 ⽡礫幅バッファ 
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５）災害履歴 

本市は、大きな災害に⾒舞われたことがなく、地勢から⾒ても大変安定しています。 
⼀方で、近年では、気候変動に伴い豪雨災害が頻発化、激甚化する傾向にあると言われ

ており、今後においても引き続き対策を推進していくことが重要です。 
また、本市では大雪災害にも⾒舞われることがあり、気象条件によっては、今後も大き

な被害をもたらすような大雪の発⽣が想定されます。 
 

≪ 災害履歴 ≫ 

発生種別 発生年月日 原因 被害状況 

地震災害 
大正 12 

（1923）年 9 ⽉ 
関東大震災 

1,927 ⼾のうち 
全壊 14 棟、半壊 31 棟、けが⼈１⼈ 

風水害 

平成 28 
（2016）年 8 ⽉ 

台風第９号 
床上浸水︓199 棟 
床下浸水︓376 棟 

令和元 
（2019）年 10 ⽉ 

台風第 19 号 
床上浸水︓12 棟 
床下浸水︓32 棟 
避難者︓1,500 ⼈ 

大雪災害 
平成 28 

（2016）年 1 ⽉ 
降雪 

(積雪 22cm) 

転倒︓２件 
⾞両スリップ︓５件 
ビニールハウス倒壊︓７件 

出典：入間市地域防災計画（令和 5（2023）年 4 月改訂） 

６）市民の防災に対する意識状況 

第 14 回入間市市⺠意識調査の結果、災害に備えて準備や対策をとっている市⺠は７割と
なっており、具体的な取り組みとして水や⾷料（２〜３日程度）の備えをしている市⺠が
８割半ばとなっています。 

≪ 防災に関する市民意識調査結果 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：第 14 回入間市市民意識調査報告書（令和７（2025）年１月） 

問 11:災害に備えて、準備や対策をとっていますか。 問 11-1:それは具体的にどのようなことですか。 
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３．災害リスクの高い地域の抽出 

（１）分析の視点 

本市で想定される災害ハザード情報について、建物分布や避難所、病院や福祉施設、都市
施設などの都市情報と重ね合わせ、災害リスクの高い地域を抽出するための分析を⾏います。 

災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせおよび分析の視点は以下のとおりです。 
 

≪ 重ね合わせの情報・分析の視点 ≫ 

 重ね合わせの情報 分析の視点 評 価 

土
砂
災
害 

土砂災害（特別）警戒区域×
建物分布 

建物の損壊の 
危険性がないか 

◆区域内にある建物を抽出 
【定量的評価】区域内建物数 

洪 
水 

浸水深×建物分布 垂直避難で 
対応できるか 

◆垂直避難が困難な可能性がある建物の
抽出 

◆垂直避難が困難な可能性がある、浸水
深3.0m以上の区域に⽴地する建物の抽
出 

【定量的評価】浸水区域内⼈口 
【定量的評価】垂直避難が困難な建物数 

浸水深×避難施設分布 避難施設が活用
可能か ◆自動⾞でのアクセスが困難となる浸水

深0.3ｍ以上に⽴地している施設を抽出 
【定量的評価】機能低下する施設数 浸水深×都市機能（医 療 施

設・高齢者福祉施設） 
施設が継続利用 
できるか 

浸水深×緊急輸送道路 道路網として 
通⾏可能か 

◆自動⾞でのアクセスが困難となる浸水
深0.3ｍ以上に配置している緊急輸送道
路の区間を抽出 

◆道路管理者によるアンダーパスなどの
通⾏止め基準である浸水深0.2ｍ以上に
配置しているアンダーパスを抽出 

【定量的評価】通⾏止めになるアンダーパス
箇所数 

浸水継続時間×建物分布・避
難施設分布・都市機能（医療
施設・高齢者福祉施設） 

⻑期にわたって 
孤⽴する建物や
施設があるか 

◆浸水継続時間が⻑期間（72時間以上）
の区域にある建物・施設を抽出 

【定量的評価】区域内建物数 
家屋倒壊等氾濫想定区域（河
岸侵⾷）×建物分布・避難施
設分布・都市機能（医療施
設・高齢者福祉施設） 

家屋倒壊・流出
の危険性がない
か 

◆区域内にある建物・施設を抽出 
【定量的評価】区域内建物数 

地
震
・
火
災 

避難困難区域・消防活動困難
区域×オープンスペース・避
難施設 

緊急避難が可能
か 

◆区域内や周辺にある避難場所や公園な
どのオープンスペースの有無を確認 

複
合
災
害 

土砂災害・洪水 
複合災害が発⽣
する箇所はある
か 

◆大雨による土砂災害および洪水災害が
複合的に発⽣した場合に被害想定区域
が重なる箇所があるか確認 
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≪ 重ね合わせの情報の出典 ≫ 

内 容 出 典 

災
害
ハ
ザ
ー
ド
情
報 

土砂災害 
土砂災害特別警戒区域・
土砂災害警戒区域 市資料（令和６（2024）年 1 ⽉時点） 

大規模盛土造成地 市資料（令和６（2024）年３⽉時点） 

洪水 
(入間

川・新河
岸川流域) 

洪水浸水想定区域（浸水
深） 

荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図 
（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）
年 5 ⽉ 28 日） 
荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図 
（埼玉県県土整備部河川砂防課、令和 6（2024）
年 5 ⽉ 28 日） 

洪水浸水想定区域（浸水
継続時間） 
家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸侵⾷） 

内水 浸水実績 入間市内水ハザードマップ 
（令和 6（2024）年 3 ⽉改訂） 

地震・ 
火災 

液状化 埼玉県地震被害想定調査報告書（⽴川断層帯地震
（破壊開始点︓南))（埼玉県、平成 26（2014）
年 3 ⽉） 建物被害 

避難困難区域 
住宅密集地延焼危険性調査 
（埼玉県、平成 30（2018）年５⽉） 消防活動困難区域 

延焼クラスター 

都
市
情
報 

建物 基盤地図情報（基本項目）（国土地理院、令和７
（2025）年３⽉ 31 日） 

都市施設 

医療施設 埼玉県医療機能情報提供システム 
（令和 6（2024）年 2 ⽉時点） 

高齢者福祉施設 入間市 HP（令和 6（2024）年 3 ⽉時点） 

避難施設 入間市地域防災計画（令和 7（2025）年４⽉改
訂） 

緊急輸送道路 

埼玉県緊急輸送道路（飯能県土整備事務所、令和
2（2020）年 8 ⽉現在） 
入間市地域防災計画（令和 7（2025）年 4 ⽉改
訂） 

オープンスペース 

都市計画基礎調査（入間市、基準年︓令和 2
（2020）年） 
※土地利用現況の「⽥」、「畑」、「その他空地（駐

⾞場）」、「公共空地（公園・緑地、広場、運動
場）」、「公共空地（墓園）」を対象 
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（２）災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせ 

１）土砂災害（特別）警戒区域×建物分布 

市内全域の土砂災害警戒区域内の建物は 1,395 棟あり、そのうち土砂災害特別警戒区域
内は 113 棟となっています。 

土砂災害警戒区域内の建物のうち、市街化区域内に⽴地する建物は 583 棟あり、土砂災
害特別警戒区域内に⽴地する建物は 65 棟となっています。 
 

≪ 土砂災害（特別）警戒区域と建物分布の重ね図 ≫ 
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２）浸水想定区域（浸水深・想定最大規模）×建物分布 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模降雨における、浸水想定区域内には、11,196 棟の
建物が⽴地しており、浸水深 0.5ｍ未満に 6,656 棟、0.5〜3.0ｍ未満に 4,520 棟、3.0〜
5.0ｍ未満に 20 棟、5.0ｍ以上には⽴地がありません。 

また、市街化区域内に⽴地する建物は浸水深 0.5ｍ未満に 5,156 棟、0.5〜3.0ｍ未満に
3,485 棟、3.0〜5.0ｍ未満に 10 棟⽴地しています。 

浸水想定区域内には約 21,000 ⼈（総⼈口の 14.4％）が居住しています。 
 
≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模）と建物分布の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

浸水深 3.0～5.0ｍ未
満の区域に 20 棟の建
物が立地 

※洪水浸水想定区域図のシミュレーショ
ンは、前提となる降雨を超える規模の
降雨による氾濫、高潮および内水によ
る氾濫等を考慮していません。そのた
め、洪水浸水想定に指定されていない
区域においても、浸水が発⽣する場合
や、想定される浸水が実際の浸水深と
異なる場合があります。 

出典：入間市防災ガイドブック 
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３）浸水想定区域（浸水深・計画規模）×建物分布 

入間川・新河岸川流域の計画規模降雨における、浸水想定区域内には、7,314 棟の建物
が⽴地しており、浸水深 0.5ｍ未満に 6,109 棟、0.5〜3.0ｍ未満に 1,204 棟、3.0〜5.0ｍ
未満に 1 棟⽴地しています。 

また、市街化区域内に⽴地する建物は浸水深 0.5ｍ未満に 4,802 棟、0.5〜3.0ｍ未満に
883 棟、3.0〜5.0ｍ未満に 1 棟⽴地しています。 

浸水想定区域内には約 15,000 ⼈（総⼈口の 10.4％）が居住しています。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（計画規模）と建物分布の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

浸水深 3.0～5.0ｍ未
満の区域に 1 棟の建物
が立地 
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４）浸水想定区域（浸水深・想定最大規模）×避難施設分布 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模降雨における、浸水想定区域内に避難所などの避
難施設が３箇所⽴地しています。そのうち、自動⾞の⾛⾏や避難⾏動要⽀援者の避難が困
難になると言われる 0.3ｍ以上浸水する区域に、避難施設の⽴地は⾒られません。 
 
≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模）と避難施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

【参考】浸水深と施設機能の関係 

◇浸⽔深と医療・社会福祉施設の機能低下との関係 
○ 0.3ｍ︓自動⾞が⾛⾏困難、災害時要援護者の避難が困難となる水位 
○ 0.5ｍ︓徒歩による移動困難、床上浸水 
○ 0.7ｍ︓コンセントに浸水し停電（介護設備・医療用電⼦機器などの使用困難） 

資料︓水害の被害指標分析の⼿引（国土交通省、平成 25(2013)年試⾏版） 

浸水想定区域（0.3
ｍ未満）に３箇所の避
難施設が立地 
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５）浸水想定区域（浸水深・計画規模）×避難施設分布 

入間川・新河岸川流域の計画規模降雨における、浸水想定区域内に避難所などの避難施
設が２箇所⽴地しています。そのうち、自動⾞の⾛⾏や避難⾏動要⽀援者の避難が困難に
なると言われる 0.3ｍ以上浸水する区域に、避難施設の⽴地は⾒られません。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（計画規模）と避難施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

浸水想定区域（0.3
ｍ未満）に２箇所の避
難施設が立地 



 

88 

６）浸水想定区域（浸水深・想定最大規模）×都市機能（医療・高齢者福祉施設） 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模降雨における、浸水想定区域内に医療施設が 16 箇
所、高齢者福祉施設が 23 箇所⽴地しています。そのうち、自動⾞の⾛⾏や避難⾏動要⽀援
者の避難が困難になると言われる 0.3ｍ以上浸水する区域には、医療施設が 6 箇所、高齢
者福祉施設が 12 箇所⽴地しています。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模）と都市機能施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

武蔵藤沢駅周辺におい
て、浸水深 0.3ｍ以上の
区域に都市機能が多く
立地 
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７）浸水想定区域（浸水深・計画規模）×都市機能（医療・高齢者福祉施設） 

入間川・新河岸川流域の計画規模降雨における、浸水想定区域内に医療施設が 9 箇所、
高齢者福祉施設が 12 箇所⽴地しています。そのうち、自動⾞の⾛⾏や避難⾏動要⽀援者の
避難が困難になると言われる 0.3ｍ以上浸水する区域には、医療施設の⽴地は⾒られず、
高齢者福祉施設が２箇所⽴地しています。 
 
≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（計画規模）と都市機能施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

武蔵藤沢駅周辺と西武
地区において、浸水深
0.3ｍ以上の区域に高
齢者福祉施設が立地 
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８）浸水想定区域（浸水深・想定最大規模）×緊急輸送道路・アンダーパス 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模降雨において、自動⾞の⾛⾏が困難になると言わ
れる 0.3ｍ以上浸水する区域に、埼玉県および本市が指定する緊急輸送道路が⾒られます。 

特に武蔵藤沢駅周辺において、0.3ｍ以上浸水する区域に埼玉県および本市が指定する緊
急輸送道路が多く⾒られます。 

なお、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所が公表する、埼玉県内における道路冠
水注意箇所（アンダーパス）は市内にみられませんでした。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（想定最大規模）と道路（緊急輸送道路）の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

武蔵藤沢駅周辺におい
て、多く位置している 

【参考】浸水深と自動車走行の関係 

○ 0.1ｍ︓乗用⾞のブレーキの効きが悪くなる 
○ 0.2ｍ︓道路管理者によるアンダーパスなどの通⾏止め基準 
○ 0.3ｍ︓自治体のバス運⾏停止基準、乗用⾞の排気管やトランスミッションなどが浸水 
○ 0.6ｍ︓ＪＡＦの実験でセダン、ＳＵＶともに⾛⾏不可 

資料︓水害の被害指標分析の⼿引（国土交通省、平成 25(2013)年試⾏版） 
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９）浸水想定区域（浸水深・計画規模）×緊急輸送道路・アンダーパス 

入間川・新河岸川流域の計画規模降雨において、自動⾞の⾛⾏が困難になると言われる
0.3ｍ以上浸水する区域に、埼玉県および本市が指定する緊急輸送道路が⾒られます。 

想定最大規模降雨における分析と同じく、武蔵藤沢駅周辺において、0.3ｍ以上浸水する
区域に埼玉県および本市が指定する緊急輸送道路が多く⾒られます。 

なお、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所が公表する、埼玉県内における道路冠
水注意箇所（アンダーパス）は市内にみられませんでした。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の洪水浸水想定区域（計画規模）と道路（緊急輸送道路）の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

武蔵藤沢駅周辺におい
て、多く位置している 
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１０）浸水継続時間（想定最大規模）×建物分布 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模における、浸水継続時間が想定される区域内には、
11,778 棟の建物が⽴地しており、12 時間未満の区域に 11,236 棟、12 時間〜24 時間未
満の区域に 176 棟、24 時間〜72 時間未満の区域に 366 棟⽴地しています。 

また、市街化区域内に⽴地する建物は、浸水継続時間が12時間未満の区域に8,632棟、
12 時間〜24 時間未満の区域に 135 棟、24 時間〜72 時間未満の区域に 289 棟⽴地してい
ます。 

なお、⻑期の孤⽴に伴う飲料水や⾷料などの不⾜による健康障害の発⽣、⽣命の危機が
⽣じるおそれがあるとされる浸水継続時間３日以上の区域は市内に⾒られません。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の浸水継続時間（想定最大規模）と建物分布の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

浸水継続時間 24～72
時間未満の区域に建物
立地が見られる 

【参考】災害に備えた飲料水や食料の備蓄量 

大規模な水害が発⽣すると、上下水道、電気、ガスなどのライフラインの機能が停止するお
それがあり、各家庭における飲料水や⾷料などの備蓄は 3 日分以内の家庭が多いものと推察さ
れ、３日以上孤⽴すると飲料水や⾷料などが不⾜し、健康障害の発⽣や最悪の場合は⽣命の危
機が⽣ずるおそれがある。 

資料：水害の被害指標分析の手引（国土交通省、平成 25(2013)年試行版） 
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１１）浸水継続時間（想定最大規模）×避難施設分布 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模における、浸水継続時間が想定される区域内には、
４箇所の避難施設が⽴地しており、４箇所すべての施設が 12 時間未満の区域に⽴地してい
ます。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の浸水継続時間（想定最大規模）と避難施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

浸水継続時間 12 時間
未満の区域に立地する
避難施設 

浸水継続時間 12 時間
未満の区域に立地する
避難施設 
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１２）浸水継続時間（想定最大規模）×都市機能（医療・高齢者福祉施設） 

入間川・新河岸川流域の想定最大規模における、浸水継続時間が想定される区域内には
医療施設が 18 箇所、高齢者福祉施設が 30 箇所⽴地しています。 

医療施設は全て浸水継続時間が 12 時間未満の区域に⽴地していますが、１箇所の高齢者
福祉施設が 24 時間〜72 時間未満の区域に⽴地しています。そのほかの高齢者福祉施設は
12 時間未満の区域に⽴地しています。 
 
≪ 入間川・新河岸川流域の浸水継続時間（想定最大規模）と都市機能施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

浸水継続時間 24 時間～
72 時間未満の区域に立
地する高齢者福祉施設 
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１３）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）×建物分布 

河岸が侵⾷されることによる建物の倒壊・流出のおそれがある河岸侵⾷の区域内にある
建物は、市内全域では 2,688 棟あり、市街化区域内には 2,018 棟⽴地しています。 
 
≪ 入間川・新河岸川流域の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と建物分布の重ね図 ≫ 
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１４）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）×避難施設分布 

河岸が侵⾷されることによる建物の倒壊・流出のおそれがある河岸侵⾷の区域内に避難
施設の⽴地は⾒られません。 

 

１５）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）×都市機能（医療・高齢者福祉施設） 

河岸が侵⾷されることによる建物の倒壊・流出のおそれがある河岸侵⾷の区域内には、
医療施設が２箇所、高齢者福祉施設が 7 箇所⽴地しています。 

また、2 箇所の高齢者福祉施設が入所系施設となっています。 
 

≪ 入間川・新河岸川流域の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と都市機能施設の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

河岸侵食区域内に立地する医療施設 
（２箇所は同じ敷地に立地） 

入所系の高齢者福祉施設が立地 
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１６）避難困難区域・消防活動困難区域×オープンスペース・避難施設 

避難困難区域または消防活動困難区域として想定されている区域に、公園や⽥畑などの
オープンスペースが⾒られます。 

また、周辺には地震および火災ともに開設する避難施設が１箇所、地震時のみ開設する
避難施設が１箇所、火災時のみ開設する避難施設が１箇所⽴地しています。 
 

≪ 避難困難区域・消防活動困難区域×オープンスペース・避難施設の重ね図 ≫ 

 
 
 

※オープンスペースは土地利用現況
の「⽥」、「畑」、「その他空地（駐
⾞場）」、「公共空地（公園・緑地、
広場、運動場）」、「公共空地（墓
園）」を対象とした 
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１７）複合災害（土砂災害と洪水災害） 

大雨により土砂災害と洪水災害が同時に発⽣した場合を想定し、土砂災害（特別）警戒
区域と想定最大規模降雨における浸水深および家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵⾷）を重
ねると、両災害の被害を受ける箇所が市内に⾒られます。 
 

≪ 土砂災害と洪水災害の重ね図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

両災害の想定区域が重なる箇所 


